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一
日
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（
質
問
の 

二
五
） 

答

弁

第

二

五

号 

   

衆
議
院
議
員
増
本
一
彦
君
提
出
米
軍
基
地
跡
地
利
用
の
「
三
分
割
有
償
処
分
方
式
」
と
キ
ャ
ン
プ
淵
野
辺
の
跡
地

利
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
七
第
二
五
号 

昭
和
五
十
一
年
六
月
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
増
本
一
彦
君
提
出
米
軍
基
地
跡
地
利
用
の
「
三
分
割
有
償
処
分
方
式
」
と
キ
ャ
ン
プ
淵 

野
辺
の
跡
地
利
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

返
還
財
産
の
統
一
的
な
処
理
基
準
に
関
し
て
は
、
「
主
要
な
米
軍
提
供
財
産
の
返
還
後
の
利
用
に
つ
い
て
」
の

大
蔵
大
臣
の
諮
問
に
基
づ
き
、
現
在
、
国
有
財
産
中
央
審
議
会
で
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
検
討
の
便
宜
の
た
め
大
蔵
省
が
提
示
し
た
処
理
基
準
試
案
の
骨
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

大
都
市
及
び
そ
の
周
辺
に
所
在
す
る
大
規
模
な
返
還
財
産
（
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
程
度
以
上
の
土
地
）
に
つ
い

て
は
、
特
別
の
も
の
を
除
き
、
お
お
む
ね
そ
の
面
積
を
三
等
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
処
理
す
る
も
の
と

す
る
。 

(一 ) 

地
元
地
方
公
共
団
体
等
が
利
用
す
る
。 



二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て 

(三 ) 

当
分
の
間
処
分
を
留
保
す
る
。 

(二 ) 
国
、
政
府
関
係
機
関
等
が
利
用
す
る
。 

ま
た
、
返
還
財
産
の
処
分
に
当
た
つ
て
は
、
原
則
と
し
て
有
償
と
し
、
法
令
上
優
遇
措
置
の
認
め
ら
れ
る
用

途
に
充
て
る
場
合
に
は
、
そ
の
優
遇
措
置
の
適
用
限
度
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
返
還
財
産
を
通
じ
統
一
を
図
る

こ
と
と
す
る
。 

返
還
財
産
の
利
用
区
分
に
つ
い
て
統
一
的
な
処
理
基
準
の
検
討
が
な
さ
れ
る
に
至
つ
た
の
は
、
大
都
市
及
び

そ
の
周
辺
に
所
在
す
る
大
規
模
な
返
還
財
産
に
対
し
て
、
国
、
政
府
関
係
機
関
、
地
元
地
方
公
共
団
体
等
の
需

要
が
競
合
し
て
お
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
返
還
財
産
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
需
要
だ
け
で
な
く
、
現
時
点
で
は

予
測
で
き
な
い
将
来
の
需
要
に
も
充
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
要
請
も
強
く
、
こ
れ
ら
各
般
の
要
請
の
調

整
を
図
り
、
返
還
財
産
の
有
効
利
用
を
早
期
に
実
現
す
る
た
め
に
は
、
統
一
的
な
処
理
基
準
が
必
要
と
考
え
ら 

四 

 



六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て 

れ
る
と
の
観
点
か
ら
で
あ
る
。 

本
件
の
よ
う
に
移
転
経
費
を
要
し
た
国
有
地
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
十
日
の
国
有
財
産
中
央
審

議
会
の
答
申
に
お
い
て
、
「
原
則
と
し
て
有
償
処
分
に
よ
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
返

還
財
産
に
係
る
移
転
経
費
は
、
米
軍
基
地
の
全
体
的
整
理
縮
小
に
伴
つ
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

個
々
の
返
還
財
産
に
要
し
た
移
転
経
費
の
額
の
み
に
応
じ
て
処
分
条
件
を
定
め
る
こ
と
は
、
返
還
財
産
を
利
用

す
る
地
方
公
共
団
体
等
相
互
間
の
負
担
の
公
平
及
び
返
還
財
産
の
存
在
し
な
い
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
バ
ラ 

ま
た
、
米
軍
基
地
が
周
辺
地
域
に
及
ぼ
す
影
響
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
種
種
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
返
還
財
産
ご
と
に
、
具
体
的
な
利
用
計
画
を
策
定
す
る
に
際
し
て
は
、
地
元
地
方
公
共

団
体
等
の
意
向
を
も
十
分
尊
重
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。 

五 

 



九
に
つ
い
て 

一
〇
に
つ
い
て 

ン
ス
上
も
適
切
で
は
な
い
と
の
観
点
か
ら
、
返
還
財
産
に
つ
い
て
は
、
統
一
的
な
条
件
に
よ
つ
て
有
償
処
分
を

行
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
国
有
財
産
法
及
び
国
有
財
産
特
別
措
置
法
の
無
償
貸
付
、
減
額
譲
渡
等
の
規
定
は
、
大
蔵
大
臣
の
裁

量
を
認
め
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
、
今
回
の
処
理
基
準
試
案
は
、
そ
の
裁
量
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

何
ら
こ
れ
ら
の
法
律
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
特
定
国
有
財
産
整
備
特
別
会
計
に
お
い
て
は
、
特
定
国
有
財
産
整
備
計
画
に
基
づ
く
国
有
財
産
の
取

得
及
び
処
分
に
関
す
る
経
理
を
統
一
的
に
行
つ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
整
備
計
画
ご
と
に
移
転
経
費
に

見
合
う
処
分
を
行
つ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

キ
ャ
ン
プ
淵
野
辺
に
関
す
る
個
別
の
用
途
ご
と
の
具
体
的
な
利
用
計
画
は
、
ま
だ
固
ま
つ
て
い
な
い
。 

六 

 



 

七 

日
本
住
宅
公
団
法
第
三
十
四
条
は
、
地
元
地
方
公
共
団
体
の
長
と
の
協
議
の
成
立
を
住
宅
の
建
設
等
の
事
業

の
実
施
の
条
件
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
公
団
は
、
従
来
か
ら
、
地
元
地
方
公
共
団
体
と
意
見
を
調
整

し
た
後
に
住
宅
の
建
設
等
に
着
手
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

一
一
に
つ
い
て 

返
還
財
産
に
つ
い
て
の
統
一
的
な
処
理
基
準
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
国
有
財

産
中
央
審
議
会
に
お
い
て
、
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




